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町民憲章 

 わたしたちは、緑と光に満ちた未来に羽ばたく町、利府町の町民です。 

先人の築いた輝かしい文化と、伝統を大切にした魅力あふれた町を築くため、ここに憲

章を定めます。 

１ わたしたちは、美しい自然を大切にし、調和のとれた緑の町を守ります。 

１ わたしたちは、働くことを喜び、活力みなぎる豊かな町を築きます。 

１ わたしたちは、人の和を尊び、きまりを守る明るい町をめざします。 

１ わたしたちは、教養を高め、心豊かなすぐれた文化の町を育てます。 

１ わたしたちは、健康につとめ、安らぎのある住みよい町をつくります。 

                        

           昭和６２年１０月１日制定 

 

 

 

子ども憲章 

 利府の未来を担うすべての子どもが、 

 遊ぶことを大切にし、自ら考え、行動し、心豊かに育つために、 

 ここに憲章を定めます。 

 

わたしたち利府の子どもは、 

 いろいろな友だちと元気に遊び、心と体を鍛えます。 

 支えになってくれるかけがえのない家族や友だちをつくり、大切にします。 

 地域の人々と共に豊かな自然を守り、よいふるさとになるよう努力します。 

 誰にでもやさしく、思いやりを持ち、感謝できる人になります。 

 夢や希望を持ち続け、自信を持って前向きに自分の道を歩んでいきます。 

 

わたしたち利府の大人は、 

 かけがえのない子どもの生命を守り、子ども一人ひとりとしっかり向き合う家庭を 

 つくります。 

 子どもの個性と夢や希望を大切にし、ひたむきな生き方を支援します。 

 自然や文化を大切にし、子どもが誇りを持てるまちづくりに努めます。 

 

平成１５年１月１日制定 
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十符の里の由来 

  

町では十符（とふ）の里をシンボルネームとして使用しています。 

十符は、町の昔の呼び名で、町名の由来となっています。 

 

～十符とは～ 

十符の菅薦（すがごも）に由来し、沢辺に生いしげる菅（すげ）を乾燥させ編み

上げた敷物を指します。 

編目が十筋あることから、十符とよばれました。 

 いにしえの頃、菅薦はしばしば都に献上され、そのひなびた風情が大宮人たちの

果てしないみちのくへの夢を大いにふくらませたと考えられます。 

 「夫木和歌抄」には 

 『みちのくの十符の菅薦 

七符には君をねさせて 

われ三符にねむ』 

と歌われてあり、十符の里は歌枕の一つに数えられました。 

この菅薦の原料になった菅が利府町菅谷付近の産出とみられることから、平安時

代から鎌倉時代にかけて利府町の地域は「十符」とよばれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

かっこ 

 

【町花】      【町章】     【町木】 

梨の花      利府町の「リ」と「フ」を    樫の木 

図案化したもので、全体は 

若芽を意味し、町の未来へ 

            の発展を表現したものです。 
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１ 利府町の概要 

（1）位置と地勢 

利府町は、宮城県のほぼ中央部に位置しています。総面積は４４．８９Ｋ㎡であり、地

形は東西約１２ｋｍ、南北約７ｋｍで東部を松島町、西部を富谷市、南部を仙台市及び多

賀城市、塩竈市、北部を大和町と大郷町に接しています。 

 利府は、古墳時代の頃からの古い歴史のある町です。多賀城国府に隣接する地域として、

人や物資が盛んに往来したあとが町内各地で見られます。 

現在は、仙台市の中心部まで約３０分の通勤・通学圏でもあり、大規模団地の開発、役

場庁舎周辺の商業地開発により、近年大幅に人口が増加しました。 

本町は、豊かな自然と共生し、町民一人ひとりが主役となって健康で生きがいを育む、

自然、文化、産業が調和した町づくりを進めています。 

 

 

 

 

 

屋内温水プール 
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（2）人口と世帯数の推移 

 

平成2９年５月１日現在 

 

（3）学校位置図 
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（４）児童と生徒数の推移 

 

  

平成 29年 5月 1日現在 児童・生徒数  

小学校 

児  童  数 

普 通 学 級 支 援 学 級 
合計 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 小計 知的 情緒 病弱 肢体 難聴 弱視 小計 

利府小 85 90 89 108 110 109 591 12 3  1   16 607 

利府二小 68 50 65 58 67 54 362 1 4 1 2   8 370 

利府三小 68 60 75 63 46 78 390 1 3 1  1  6 396 

しらかし台小 50 56 42 44 40 52 284 5 1 1    7 291 

青山小 60 51 51 59 52 54 327 2 3   1  6 333 

菅谷台小 43 47 56 55 59 63 323 4 4 1 1   10 333 

計 374 354 378 387 374 410 2,277 25 18 4 4 2  53 2,330 

 

中学校 

生  徒  数 

普 通 学 級 支 援 学 級 
合計 

１年 ２年 ３年    小計 知的 情緒 病弱 肢体 難聴 弱視 小計 

利府中 141 157 132    430 4 5   1 1 11 441 

しらかし台中 110 104 98    312 2 2     4 316 

利府西中 115 138 134    387 2 5     7 394 

計 366 399 364    1,129 8 12   1 1 22 1,151 

 

2,534  2,469  2,391  2,306  2,255  2,238  2,241  2,277  2,319  2,363  2,359  2,407  2,404  2,342  2,330  
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２ 教育等の振興に関する施策の大綱 

第１章 大綱の策定について 

 

１ 大綱策定の趣旨 

これまで、本町では教育行政の方向を「利府町の教育」に示し、健全な人間形

成と明るいまちづくりを目指して、町民の生涯にわたる学習の充実に向け、学

校・家庭・地域の連携を重視した取組みを展開してきました。「おもいやり、た

くましさ、創造力を培う学校」「生涯学習を支え、活力に満ちた地域社会」「魅力

ある地域文化の継承と創造」を本町教育基本方針と定め、これを具現化するため

『ブラザーシップ事業』『スクールシップ事業』『キャリアシップ事業』の 3 つを

柱にした志教育と、それらを支える『コミュニティシップ事業』『チャイルドシ

ップ事業』の特色ある教育行政を推進しています。 

   このような中、我が国では、近年の教育環境を取り巻く様々な状況の変化に対

応するため、平成１８年１２月に教育基本法が改正され、国や県が新たな教育の

目標や理念を掲げたことから、市町村においても教育施策の推進に向けた計画づ

くりが求められています。また、東日本大震災の影響を踏まえた取組みも求めら

れています。 

   以上のことを踏まえ、これまでの本町独自の取組みを活かしながら、子どもか

ら大人まですべての町民に対し、今後町が目指す教育の姿と施策の方向を示すた

め、本大綱を策定するものです。 

 

２ 大綱の位置付け 

本大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定に基づ

き地方公共団体の長が策定する大綱として位置付けられるものです。 

 

３ 大綱の期間 

   大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公共団

体の長の任期が４年であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が５年であ

ることに鑑み、大綱の期間を平成２７年６月から概ね４～５年程度とし、見直し

を行いながら、時代に則した取組みを示していきます。 
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第２章 本町教育を取り巻く状況 

 

１ 教育を取り巻く社会情勢 

 

（１）経済や社会活動のグローバル化が進展し、国際競争が激化すると同時に、

国内外の交流機会の増加などによって、国際的な視野をもち世界で活躍でき

る人材の育成が求められています。 

 

（２）情報通信技術の進展により生活の利便性の向上が図られ、インターネット

や携帯電話等を通じたコミュニケーションが進み、多くの情報が簡単に入手

できるようになる一方で、情報モラルの問題や人間関係の脆弱化、情報犯罪

の増加など新たな問題も出てきており、対応が求められています。 

 

（３）産業構造が変化し雇用形態の変化や経済情勢の悪化などにより、特に若年

層の雇用問題が深刻化していることから、勤労観・職業観の高揚を図り生涯

にわたる生活目標を意識づけるための教育が求められています。 

 

（４）地球温暖化問題をはじめとする環境問題を、一人ひとりが自らの問題とし

てとらえ、次世代の負荷の軽減を図る持続可能な社会の構築を目指していく

ための教育が求められています。 

 

（５）少子化、核家族化、共働き世帯の増加、都市化の影響などにより、家庭教

育力の低下や地域とのつながりの希薄化が進み、子育てに影響を与えている

ことから、学校・家庭・地域の連携強化がより一層求められています。 

 

（６）教育に関する様々な問題や課題等に対応するため、教育基本法や学校教育

法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学習指導要領などの法律等

が改正されており、それに対する国や県の動向を踏まえた適切な対応が求め

られています。 
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 ２ 東日本大震災の影響 

    

広範囲に甚大な被害をもたらした東日本大震災は、町民生活に大きな影響を与

えるとともに、学校教育施設や社会教育施設などにも被害を及ぼしたことから、

災害時の避難所となる公共施設等のさらなる施設整備や機能強化が求められて

います。 

 

 

 ３ 本町教育の課題等 

 

（１）社会状況が日々変化していく中で、未来を担う子どもたちに対する期待が高

まっていますが、学校や家庭教育に関する課題、学習意欲や体力・運動能力の

低下、コミュニケーション能力の低下など、子どもの教育環境をめぐり多くの

課題が指摘されています。 

 

（２）社会状況の変化や価値観の多様化が進む中で、町民一人ひとりが充実した生

活を送り自己実現を図っていくためには、生涯を通じて学ぶことが重要であり、

必要に応じて学び続けることができる環境づくりが求められています。 

 

（３）想定をはるかに超える震災の猛威を経験し、強い衝撃を受け、恐怖心をもっ

た子どもたちの心のケアが必要である一方で、命の尊さや助け合うことの大切

さを学び、主体的に地域や社会にかかわろうとする姿勢が見られたことから、

こうした経験を様々な取組みに生かしていくことが求められています。 

 

（４）町では「利府町震災復興計画（平成２３年度～平成２８年度）」を策定し、

人命を守り被害を最小限にとどめるための対策を推進してまいります。この計

画に掲げられた教育行政に関する施策の実現を図るとともに、様々な場面にお

いて、支え合い協働していくことのできる人材の育成が求められています。 

 

 

 

  以上のような認識をもち、第３章において今後、概ね５年間で実現している本町

教育の目指す姿と大綱の目標を掲げます。 
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第３章 本町教育の目指す姿 

 

 １ 目指す姿 

 

   本大綱を着実に進めることにより、大綱の期間である概ね５年間程度で次のよ

うな姿が実現していることを目指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 大綱の目標 

 

   本町教育が概ね５年間で目指す姿の実現に向けて、具体的には、次の４つを計

画の目標として取り組んでいきます。 

 

目標１  夢や希望をもち、その実現に向けて自ら考え行動し、社会を生き抜く
子どもを育む。 

 

目標２  次代を担う社会の一員として、地域の文化や規範を尊重し、思いやり
に富んだ子どもを育む。 

 

目標３  学校・家庭・地域の教育力の充実と連携の強化を図り、「町はひとつ
の学校｣の理念のもと、社会全体で子どもを守り育てる環境をつくる。 

 

目標４  生涯にわたり健康で充実した生活ができる地域社会をつくる。 

 

 

 

学校・家庭・地域社会が一体となって、生き生きと学び、心豊かで、

確かな学力をもち創造性に富む子どもを育んでいます。 

 そして、町民が生きがいをもって個性と能力が発揮でき、新しい利府

文化を育む地域社会が形成されています。 
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３ 教育基本方針・教育振興基本計画 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 目指す姿 

   本計画を着実に進めることにより、計画期間である１０年間で次のような姿が

実現していることを目指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の目標 

   目標１ 夢や希望をもち、その実現に向けて自ら考え行動し、社会を生き抜く

子どもを育む。 

 

目標２ 次代を担う社会の一員として、地域の文化や規範を尊重し、思いやり
に富んだ子どもを育む。 

 

目標３ 学校・家庭・地域の教育力の充実と連携の強化を図り、「町はひとつ
の学校｣の理念のもと、社会全体で子どもを守り育てる環境をつくる。 

 

目標４ 生涯にわたり健康で充実した生活ができる地域社会をつくる。 

 

学校・家庭・地域社会が一体となって、生き生きと学び、心豊かで、

確かな学力をもち創造性に富む子どもを育んでいます。 

 そして、町民が生きがいをもって個性と能力が発揮でき、新しい利府

文化を育む地域社会が形成されています。 

広く創造的な視野をもち、健康で豊かな心をもつ人間の育成と魅力あ

るふるさとづくりをめざして 

 

☆ おもいやり、たくましさ、創造力を培う学校 

☆ 生涯学習を支え、活力に満ちた地域社会 

☆ 魅力ある地域文化の継承と創造 

 

 を重点に、町民の生涯にわたる学習の充実に努める。 
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３ 教育施策の基本方向 

  計画の理念として掲げた「目指す姿」と４つの「計画の目標」のもと、それ

らの実現に向けて実施する「施策の基本方向」を、６つに分けて取り組んでい

きます。 

 

 

目指す姿         計画の目標        施策の基本方向 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方向５ 

学校・家庭・地域が

協働で子どもを育て

る環境づくり 

基本方向６ 

生涯にわたる学習・

文化・スポーツ活動

の推進 

基本方向１ 

学ぶ力と自立する力

の育成 

基本方向４ 

信頼され魅力ある教

育環境づくり 

基本方向３ 

教育的支援を要する

子どもへの支援の充

実 

基本方向２ 

豊かな人間性や社会

性、健やかな体の育

成 

目標１ 

夢や希望をもち、そ

の実現に向けて自ら

考え行動し、社会を生

き抜く子どもを育む。 

目標４ 

生涯にわたり健康で

充実した生活ができる

地域社会をつくる。 

目標２ 

次代を担う社会の

一員として、地域の文

化や規範を尊重し、思

いやりに富んだ子ど

もを育む。 

目標３ 

学校・家庭・地域の

教育力の充実と連携

の強化を図り、「町は

ひとつの学校｣の理念

のもと、社会全体で子

どもを守り育てる環

境をつくる。 

学校・家庭・地域

社会が一体となっ

て、生き生きと学び、

心豊かで、確かな学

力をもち創造性に富

む子どもを育んでい

ます。 

 そして、町民が生

きがいをもって個性

と能力が発揮でき、

新しい利府文化を育

む地域社会が形成さ

れています。 
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 基本方向１ 学ぶ力と自立する力の育成              

（１）小・中学校を通じた「利府町志教育」の充実 

児童生徒一人ひとりが社会人としての自己を見据えて、主体的に学ぶ意欲と夢や希望を

もって努力していけるよう、小・中学校を通して、人としての生き方について主体的な探

究を促す「志教育」のさらなる推進を図ります。      

 

 

 

 

 

 

（２）基礎的な学力の定着と活用する力の伸長 

児童生徒一人ひとりが「分かる喜び」を実感しながら学力を身に付けられるように、ス

クールシップや校内研修などにより学習指導の工夫・改善とその充実を図ります。また、

家庭・地域と連携した基本的生活習慣や学習習慣の確立などに取り組み、地域ぐるみで学

習力向上を支援します。 

あわせて、他国の文化の理解や小学校からの外国語活動を行い、新たな時代に生きてい

くための能力や態度を育成します。 

 

 

 

 

 

（３）幼児教育の充実 

幼児期における基礎・基本と学ぶ力の育成を図り、小学校への円滑な移行を目指します。 

このため、幼稚園・保育所・小学校の連携ネットワークをさらに深めるとともに、交流

学習を継続して推進します。 

 

 

                     

（４）利府町を愛し、社会の変化に対応できる学習の展開 

郷土の歴史について理解を深め、郷土を大切に思う気持ちをもつことができるように、

郷土の伝統・文化に触れる機会を地域とともに拡充します。また、自然に触れ、地域に根

差した環境教育を推進します。 

高度情報化社会に対応できるよう、発達段階に応じた情報活用能力を育成するとともに、

情報モラル教育を推進します。 

 

 

 

 

１ 学習活動における郷土資料館の有効活用 

２ 地域との触れ合いを通した体験活動の充実 

３ 郷土の歴史に関する出前授業の充実 

４ 発達段階に応じた情報スキルと情報モラル教育の充実 

１ おもいやりと洞察力のある人間の育成 

２ キャリアシップを通した人間形成の推進 

３ 社会の変化に対応できる学習の展開 

４ 自己実現を支援する生徒指導と進路指導の充実   

５ 人間としての生き方を深める道徳教育の充実 

 

１ 基礎・基本を重視した教育課程の編成と実践 

２ スクールシップによるきめ細かな連携と創意に基づく学校運営の推進           

３ 一人ひとりの実態を踏まえた授業の実践と教職員の指導力の向上 

４ 地域ぐるみの教育力向上への啓発 

１ 豊かな体験活動を通した学ぶ土台づくり 

２ チャイルドシップによる幼保小の交流学習の展開 
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 基本方向２ 豊かな人間性や社会性、健やかな体の育成       

（１）食育を通した健康教育の充実 

学校給食と各教科との関連を図った指導の充実を図るとともに、地域での食に関する体

験や交流を通して食文化や地産地消についての理解を深め、食育を通した健康教育を推進

します。 

 

 

 

 

（２）健康な体づくりと体力・運動能力の向上 

子どもたちがスポーツに親しみ、自ら体を動かそうという意欲を引き出すため、運動好

きな子どもを育てる教育活動を推進するとともに、専門的指導力を有する地域人材の部活

動等への活用などの取組みを進めていきます。    

 

 

 

 

 

  

（３）災害に積極的に向き合う防災教育の推進 

周期的に発生する地震について正しい知識を備えるなど、自然災害に向き合いながら生

き抜く力を身につけさせるため、子どもたちの発達段階に応じ、系統的な防災教育を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

  

１ 食育を通した健康教育の充実 

２ 学校給食による地産地消の推進 

３ 学校給食施設・設備の整備 

１ 運動好きな子どもを育てる教育活動の充実 

２ 体力・運動能力調査を活用した実践 

３ 専門的指導力を有する地域人材の活用 

４ 基本的生活習慣の確立と心の健康づくりの推進 

 １ 子どもの安全を守る環境整備と防災教育の推進 

２ 危機管理能力の向上を図る研修の充実 

３ 町や地域との連携による防災教育の推進 
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 基本方向３  教育的支援を要する子どもへの支援の充実       

（１）学校不適応への支援対策強化 

学校不適応児童生徒の学習意欲の向上や自立心・社会性を育てるため、家庭や医療、け

やき教室等の関係機関と連携を図りながら、不登校児童生徒が学校復帰に向けて学習する

居場所を整え、心のケアの支援・相談体制の充実を図ります。          

 

 

 

 

 

（２）特別支援教育の充実 

発達障害を含め障害のある子どもの自立や社会参加に向けて、校内支援体制を構築する

とともに、一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育環境の整備と相談体制を確立し、特別

支援教育の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

（３）子どもたちの心のケアの充実 

いじめ防止等に対する体制の強化、学校・家庭等で悩みを抱え心のケアを要する子ども

たちへの支援の充実を図ります。また、震災等で被災した子どもたちに対して、学校全体

で中長期的な心のケアを図ります。 

 

 

 

 

 

   

                              

                 

     

１ 学校不適応に対する教育相談体制の確立 

２ 関係機関等と連携を図った支援の充実 

３ 学校復帰支援体制の構築（子どもの心のケアハウス設置）       

１ 自立の基礎を培う特別支援教育の充実 

２ 教育環境の整備と相談体制の確立 

３ 就学指導の充実 

１ 学校いじめ防止基本方針による相談体制の確立と防止策の充実 

２ 心のケアを要する子どもたちへの支援の充実 

３ 被災した子どもたちへの中長期的支援の推進 
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 基本方向４  信頼され魅力ある教育環境づくり           

（１）教育者として自らを高める研修の充実 

教員の資質と指導力向上や学校の抱える課題に対応するため、スクールシップの連携強

化を図るほか、各学校において校内研修の充実を図ります。また、教職経験に応じた体系

的な研修の充実及び改善を図ります。 

 

 

 

 

 

（２）開かれた学校づくりの推進  

教育活動や学校運営の自律的改善を図るため、学校評価の充実に取り組むほか、学校評

議員制度等を活用し、保護者や地域住民の意見を取り入れ開かれた学校づくりを進めます。 

 

 

 

                                         

（３）教育環境の支援整備  

児童生徒が質の高い教育環境のなかで意欲的に学び、健康で豊かな心を育み、いきいき

と学校生活を送れるように、学校施設の計画的な改修・改善、並びに教材・教具の充実に

取り組みます。また、保護者の経済的な負担の軽減を図るため、就学支援を継続して実施

し、安心して通学できるように関係機関と連携を図り安全な通学環境及び手段の充実に努

めます。               

 

 

 

 

 

 

  

１ 指導力向上を図る校内研修の充実 

２ スクールシップ等による研修の充実       

３ 教育指導力を高める体系的な研修体制の構築 

１ 教育活動や学校経営に関する情報の発信 

２ 学校関係者評価等を活用した開かれた学校づくり 

１ 学校施設・設備の計画的な改修・改善による維持管理の徹底 

２ 学校備品等の充実 

３ 経済的な就学支援の充実        

 ４ 安全・安心な通学環境の整備 
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 基本方向５ 学校・家庭・地域が協働で子どもを育てる環境づくり  

（１）家庭教育への支援と連携の推進      

親としての「学び」と「育ち」を支援する学習機会や子育て相談等の場の提供、地域や

学校で家庭教育や子育てを支援する情報の提供や人材の育成を行うなど、関係機関や事業

所等と連携しながら、地域全体で家庭教育と子育てを支える環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

                        

（２）地域総ぐるみによる学校支援の推進 

キャリアシップ等における、学校・家庭・地域等とのきめ細かな連携をさらに推進しま

す。また、地域ぐるみで子どもの安全を守る活動、並びに、ブラザーシップによる健全育

成活動を推進し、子どもと学校を支え守る地域づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもたちの多様な体験活動の推進       

世代間交流活動や自然体験活動、社会体験活動など様々な体験を通じて、地域の環境や

歴史・産業について学ぶとともに、地域の方との関わり合いながら、豊かな心、社会性、

自ら考え行動する力等の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ キャリアシップにおける学校支援         

２ 地域社会総ぐるみによる協働教育の推進 

３ ブラザーシップの活動支援による健全育成の推進 

４ コミュニティシップにおける地域人材の活用と児童生徒による地域貢

献活動の推進 

１ 親子ふれあい教室や子どもの居場所づくり事業による世代間交流事業

の充実 

２ 各種体験教室による体験活動の充実            

３ 社会教育施設の利用促進と効果的活用 

１ 親の自覚を深める家庭教育の充実と推進 

２ スクールシップを活用した地域教育力の強化 

３ 家庭教育支援チームや各種子育て支援団体との連携推進 
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 基本方向６  生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進     

（１）地域をつくる生涯学習の推進 

町民の多様なニーズに応じ、生涯にわたる学習の機会と場を充実し、その成果を地域に

生かせるよう、生涯学習活動への参加促進と推進体制の充実を目指します。 

 

 

 

 

 

（２）個性のある芸術・文化活動の推進 

芸術・文化活動を推進する指導者や団体の育成、支援に努め、創造性豊かな新しい利府

の文化を生み出す環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

（３）図書館活動の充実と読書活動の推進      

図書館機能を充実させるため、本に親しむ機会を提供し、各種事業を継続的に改善しま

す。また、多様な学習ニーズに対応できるよう、県立図書館や周辺市町村の図書施設との

連携強化を図り、図書館サービスの充実に努めます。 

             

 

 

 

           

 

（４）町民の健康、体力づくり活動の推進 

各種スポーツ団体活動の支援をはじめ、社会体育施設、学校施設の有効活用などにより、

町民だれもが年齢や体力に応じて、いつでもどこでもスポーツに親しみ、生涯にわたり健

康で充実した生活を営むことができるよう、環境の整備を推進します。 

 

 

 

 

 

１ 公民館活動の充実と推進        

２ 青少年教育及び成人教育の充実 

３ 社会教育団体との連携推進 

１ 芸術文化活動の奨励と推進 

２ 郷土資料館活動の充実 

３ 文化遺産の保存整備と活用 

１ 図書館活動の充実 

２ 子ども読書活動の推進 

３ 図書館資料の充実 

１ スポーツ大会等の開催による町民の体力づくりの推進 

２ スポーツを通じた健康づくりと地域間交流の推進 

３ 体育協会や総合型地域スポーツクラブ等スポーツ団体の活動支援 

４ 社会体育施設及び学校体育施設の利用促進と有効活用 

５ 社会体育施設等の管理運営と環境づくりの推進 


